
 

 

1頁 

○
総
務
省
令
第
八
十
号 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
十
二
月
一
日 

総
務
大
臣 

鈴
木 

淳
司 

 
 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
こ

れ
を
加
え
る
。



 

 

2頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
禁
止
行
為
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
電
気
通
信
事
業
者
の
基
準
） 

（
禁
止
行
為
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
電
気
通
信
事
業
者
の
基
準
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
五 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
用
者
の
数
の
割
合
は
、
仮
想

移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
基
地
局
を
設
置
し
て
移
動
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
、
百
分
の
四
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
五 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
用
者
の
数
の
割
合
は
、
仮
想

移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
基
地
局
を
設
置
し
て
移
動
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
も
の
及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
、
千
分
の
七
と
す
る
。 

［
２
・
３ 

略
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
利
益
の
提
供
） 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
利
益
の
提
供
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
六 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
利
益
の
提
供
は
、
次
に

掲
げ
る
利
益
の
提
供
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
六 

［
同
上
］ 

［
一 

略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

対
象
設
備
の
購
入
等
を
す
る
こ
と
又
は
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
（
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
含
む
。
）
を

条
件
（
前
号
に
規
定
す
る
条
件
を
除
く
。
）
と
す
る
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
で
あ
つ
て

、
当
該
利
益
の
提
供
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
と
、
当
該
利
益
の
提
供
を
受
け
る
た

め
に
必
要
と
な
る
契
約
に
関
し
て
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
に
よ

り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
当
該
利
益
の
額
以
外
の
利
益
の
額
と
の
合
計
額
（
法
第
二
十
七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契

約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
当
該
利
用
者
に
対
し
て
当
該
利
益
の
提
供

を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
な
る
契
約
に
関
し
て
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
第
四
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
合
計
利
益
提
供
額
」
と
い
う
。
）
が
、
四
万
円
（
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は
約
さ

せ
る
日
（
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
「
利
益
提
供
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
対
象
設
備
の
対
照
価
格
が
二
万
円

を
超
え
八
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
の
五
割
に
相
当
す
る
額
又
は
二
万
円

の
い
ず
れ
か
高
い
額
、
対
象
設
備
の
対
照
価
格
が
二
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
の
対
照

価
格
）
と
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
か
ら
当
該
対
象
設
備
の
先
行
同
型
機
種
（
当
該
対
象
設
備
の
販
売
等

が
開
始
さ
れ
る
前
に
販
売
等
が
開
始
さ
れ
た
同
一
の
製
造
事
業
者
の
同
型
機
種
を
い
う
。
）
を
電
気
通
信
事

業
者
が
利
用
者
か
ら
譲
り
受
け
る
際
に
当
該
利
用
者
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
対
価
の
額
を
減

じ
て
得
た
額
と
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
超
え
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。 

二 

移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
又
は
締
結
し
て
い
る
こ
と
（
移
動
電
気
通
信
役

務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
、
又
は
締
結
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
み
、
継
続
利
用
を
除
く

。
）
及
び
対
象
設
備
の
購
入
等
を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
又
は
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関

す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
（
新
た
に
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な

る
こ
と
を
含
み
、
継
続
利
用
を
除
く
。
）
を
条
件
と
す
る
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
で
あ

つ
て
、
当
該
利
益
の
提
供
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
と
、
当
該
利
益
の
提
供
を
受
け

る
た
め
に
必
要
と
な
る
契
約
に
関
し
て
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供

に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
当
該
利
益
の
額
以
外
の
利
益
の
額
と
の
合
計
額
（
法
第
二
十
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す

る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
が
当
該
利
用
者
に
対
し
て
当
該
利
益
の

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
と
な
る
契
約
に
関
し
て
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
第
四
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
利
益
の
提
供
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
含
む

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
合
計
利
益
提
供
額
」
と
い
う
。
）
が
、
二
万
円
（
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は

約
さ
せ
る
日
（
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
「
利
益
提
供
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
対
象
設
備
の
対
照
価
格
が
二

万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
）
と
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
か
ら
当
該
対

象
設
備
の
先
行
同
型
機
種
（
当
該
対
象
設
備
の
販
売
等
が
開
始
さ
れ
る
前
に
販
売
等
が
開
始
さ
れ
た
同
一
の

製
造
事
業
者
の
同
型
機
種
を
い
う
。
）
を
電
気
通
信
事
業
者
が
利
用
者
か
ら
譲
り
受
け
る
際
に
当
該
利
用
者

に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
対
価
の
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
超
え
る
も
の

。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

 
 

ハ 

対
象
設
備
が
、
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
（
様
式
第
四
に
規
定
す
る
三
・
九
―
四
世
代
移
動
通
信

シ
ス
テ
ム
又
は
第
五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
以
外
の
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

）
（
そ
の
提
供
を
廃
止
す
る
た
め
に
当
該
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
係
る

申
込
み
の
受
付
を
終
了
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
者
（
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
み
に
対
応

し
た
移
動
端
末
設
備
を
現
に
利
用
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
が
当
該
第
三
世
代
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
通

信
方
式
に
代
わ
る
新
た
な
通
信
方
式
に
対
応
す
る
た
め
に
購
入
等
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
合
計
利
益
提
供
額
が
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
以
下
で
あ
る
も
の
。 

ハ 

対
象
設
備
が
、
特
定
の
通
信
方
式
を
用
い
た
移
動
電
気
通
信
役
務
（
そ
の
提
供
を
廃
止
す
る
た
め
に
当

該
移
動
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
係
る
申
込
み
の
受
付
を
終
了
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の

利
用
者
（
当
該
通
信
方
式
の
み
に
対
応
し
た
移
動
端
末
設
備
（
当
該
通
信
方
式
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
み
に
対
応

し
た
移
動
端
末
設
備
を
含
む
。
）
を
現
に
利
用
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
が
当
該
移
動
電
気
通
信
役
務
の

通
信
方
式
に
代
わ
る
新
た
な
通
信
方
式
に
対
応
す
る
た
め
に
購
入
等
が
さ
れ
る
も
の
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
利
用

者
（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
み
に
対
応
し
た
移
動
端
末
設
備
（
特
定
の
用
途
に
対
応
す
る
た
め
機
能
が
限
定
的
で
拡
張

性
が
な
い
移
動
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
（
従
と
し
て
そ
の
利
用
の
態
様
が
著
し
く
制
限



 

 

3頁 

さ
れ
た
音
声
伝
送
役
務
が
付
加
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
み
に
対
応
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
現

に
利
用
し
て
い
る
者
に
限
り
、
契
約
約
款
に
定
め
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
に
よ
ら
ず
料
金
そ
の
他
の

提
供
条
件
に
つ
い
て
の
別
段
の
合
意
に
基
づ
き
Ｐ
Ｈ
Ｓ
を
利
用
し
て
い
る
法
人
を
除
く
。
）
が
移
動
電
気

通
信
役
務
に
対
応
す
る
た
め
に
購
入
等
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
合
計
利
益
提
供
額
が
当

該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
以
下
で
あ
る
も
の
。 

［
削
る
］ 

ニ 

対
象
設
備
が
、
特
定
の
周
波
数
帯
域
を
用
い
た
移
動
電
気
通
信
役
務
（
そ
の
提
供
を
全
部
又
は
一
部
の

地
域
で
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
旨
を
利
用
者
に
告
知
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
者
（
当
該
周
波
数
帯

域
の
み
に
対
応
し
た
移
動
端
末
設
備
を
現
に
利
用
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
が
当
該
移
動
電
気
通
信
役
務

を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
他
の
周
波
数
帯
域
に
対
応
す
る
た
め
に
購
入
等
が
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
合
計
利
益
提
供
額
が
当
該
対
象
設
備
の
対
照
価
格
以
下
で
あ
る
も
の
。 

２ 

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
対
照
価
格
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
価
格
を
い
う
。 

２ 

［
同
上
］ 

一 

電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
依
頼
を
受
け
て
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
対
象
設
備
の
販
売
等
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
価
格 

一 

［
同
上
］ 

イ 

当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備
が
中
古
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
状
態
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
複

数
の
価
格
を
定
め
て
い
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
価
格
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
価
格 

イ 

当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備
が
中
古
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
状
態
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
複

数
の
価
格
を
定
め
て
い
る
場
合 

当
該
複
数
の
価
格
の
う
ち
最
も
高
い
価
格 

⑴ 

当
該
複
数
の
価
格
の
う
ち
最
も
高
い
価
格 

［
新
設
］ 

⑵ 

当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格
（
当
該
対
象
設
備
の
正
確
な
調
達
価
格
が
定
か
で
な
い
と
き
は
、
当
該

対
象
設
備
と
同
等
の
状
態
で
あ
る
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対
象
設
備

と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
電
気

通
信
設
備
）
の
当
該
電
気
通
信
事
業
者
に
お
け
る
調
達
価
格
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

ロ 

当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
一
の
価
格
の
み
を
定
め
て
い
る
場
合 

当

該
一
の
価
格
と
当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格
の
い
ず
れ
か
高
い
価
格 

ロ 

当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
一
の
価
格
の
み
を
定
め
て
い
る
場
合 

当

該
一
の
価
格
と
当
該
対
象
設
備
の
調
達
価
格
（
当
該
対
象
設
備
の
正
確
な
調
達
価
格
が
定
か
で
な
い
と
き

は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
状
態
で
あ
る
当
該
対
象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
（
当
該
対

象
設
備
と
同
一
の
機
種
の
電
気
通
信
設
備
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
対
象
設
備
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る

電
気
通
信
設
備
）
の
当
該
電
気
通
信
事
業
者
に
お
け
る
調
達
価
格
）
の
い
ず
れ
か
高
い
価
格 

［
二 

略
］ 

［
二 

同
上
］ 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
） 

（
電
気
通
信
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
七 

法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条

件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
七 

［
同
上
］ 

［
一
～
五 

略
］ 
［
一
～
五 

同
上
］ 

六 

契
約
を
一
定
期
間
継
続
し
て
締
結
し
て
い
た
こ
と
に
応
じ
て
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
当
該
契
約
に
係

る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
そ
の
他
の
経
済
的
利
益
（
特
定
経
済
的
利
益
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
提
供
（
当
該
契
約
に
お
い
て
当
該
利
益
の
提
供
を
約
し
、
又
は
約
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ

つ
て
、
そ
れ
に
よ
り
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
一
年
当
た
り
の
利
益
の
額
が
当
該
契
約
に
係
る
一
月
当

た
り
の
料
金
（
当
該
契
約
を
締
結
し
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
は
、
当
該
利
用
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
一
月
当
た
り
の
利
益
の
額
が
当
該
契
約
に
係
る
一
月
当
た
り
の

六 
契
約
を
一
定
期
間
継
続
し
て
締
結
し
て
い
た
こ
と
に
応
じ
て
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
当
該
契
約
に
係

る
移
動
電
気
通
信
役
務
の
料
金
（
付
加
的
な
機
能
の
提
供
の
料
金
を
除
く
。
）
の
減
免
そ
の
他
こ
れ
と
同
等

の
利
益
（
特
定
経
済
的
利
益
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
供
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
よ
り
利
用
者
が
受

け
る
こ
と
と
な
る
一
年
当
た
り
の
利
益
の
額
が
当
該
契
約
に
係
る
一
月
当
た
り
の
料
金
を
超
え
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。 



 

 

4頁 

料
金
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
移
動
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

（
移
動
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
四
十
条
の
二 

法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で

定
め
る
利
益
の
提
供
及
び
法
第
七
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金

そ
の
他
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
十
七
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
十
条
の
二 

［
同
上
］ 

［
略
］ 

 
 

 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
第

二
項 

一 

電
気
通
信
事
業
者
（
そ

の
依
頼
を
受
け
て
対
象
設

備
の
販
売
等
を
す
る
者
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
対
象
設

備
の
販
売
等
を
す
る
場
合

に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
価
格 

イ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
（
当
該
対
象
設
備

が
中
古
の
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
対
象

設
備
と
同
等
の
状
態
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
複
数

の
価
格
を
定
め
て
い
る

場
合 

次
に
掲
げ
る
価

格
の
う
ち
い
ず
れ
か
高

い
価
格 

⑴ 

当
該
複
数
の
価
格

の
う
ち
最
も
高
い
価

格 

⑵ 

当
該
対
象
設
備
の

調
達
価
格
（
当
該
対

象
設
備
の
正
確
な
調

一 

届
出
媒
介
等
業
務
受
託

者
（
そ
の
依
頼
を
受
け
て

対
象
設
備
の
販
売
等
を
す

る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

対
象
設
備
の
販
売
等
を
す

る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又

は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
価
格 

イ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
（
当
該
対
象
設
備

が
中
古
の
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
対
象

設
備
と
同
等
の
状
態
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
複
数

の
価
格
を
定
め
て
い
る

場
合 

次
に
掲
げ
る
価

格
の
う
ち
い
ず
れ
か
高

い
価
格

 
 

⑴ 

当
該
複
数
の
価
格

の
う
ち
最
も
高
い
価

格 

⑵ 

当
該
対
象
設
備
の

調
達
価
格
（
当
該
対

象
設
備
の
正
確
な
調

［
同
上
］ 

 
 

 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
六
第

二
項 

一 

［
同
上
］ 

         

イ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
（
当
該
対
象
設
備

が
中
古
の
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
対
象

設
備
と
同
等
の
状
態
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
複
数

の
価
格
を
定
め
て
い
る

場
合 

当
該
複
数
の
価

格
の
う
ち
最
も
高
い
価

格 ［
新
設
］ 

     

一 

［
同
上
］ 

         

イ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
（
当
該
対
象
設
備

が
中
古
の
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
対
象

設
備
と
同
等
の
状
態
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
複
数

の
価
格
を
定
め
て
い
る

場
合 

当
該
複
数
の
価

格
の
う
ち
最
も
高
い
価

格 ［
新
設
］ 
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達
価
格
が
定
か
で
な

い
と
き
は
、
当
該
対

象
設
備
と
同
等
の
状

態
で
あ
る
当
該
対
象

設
備
と
同
一
の
機
種

の
電
気
通
信
設
備
（

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通

信
設
備
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
対
象
設

備
と
同
等
の
性
能
を

有
す
る
電
気
通
信
設

備
）
の
当
該
電
気
通

信
事
業
者
に
お
け
る

調
達
価
格
。
ロ
に
お

い
て
同
じ
。
） 

 ロ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
に
つ
い
て
一
の
価

格
の
み
を
定
め
て
い
る

場
合 

当
該
一
の
価
格

と
当
該
対
象
設
備
の
調

達
価
格
の
い
ず
れ
か
高

い
価
格 

            

達
価
格
が
定
か
で
な

い
と
き
は
、
当
該
対

象
設
備
と
同
等
の
状

態
で
あ
る
当
該
対
象

設
備
と
同
一
の
機
種

の
電
気
通
信
設
備
（

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通

信
設
備
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
対
象
設

備
と
同
等
の
性
能
を

有
す
る
電
気
通
信
設

備
）
の
当
該
届
出
媒

介
等
業
務
受
託
者
に

お
け
る
調
達
価
格
。

以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
） 

ロ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
に
つ
い
て
一
の
価

格
の
み
を
定
め
て
い
る

場
合 

次
の
⑴
又
は
⑵

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
⑴
又
は

⑵
に
定
め
る
価
格 

［
⑴ 

略
］ 

⑵ 

当
該
対
象
設
備
が

委
託
電
気
通
信
事
業

者
以
外
の
者
か
ら
調

達
し
た
も
の
で
あ
る

場
合 

当
該
一
の
価

格
と
当
該
対
象
設
備

の
調
達
価
格
の
い
ず

れ
か
高
い
価
格 

   

            

 
 

    

ロ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
に
つ
い
て
一
の
価

格
の
み
を
定
め
て
い
る

場
合 

当
該
一
の
価
格

と
当
該
対
象
設
備
の
調

達
価
格
（
当
該
対
象
設

備
の
正
確
な
調
達
価
格

が
定
か
で
な
い
と
き
は

、
当
該
対
象
設
備
と
同

等
の
状
態
で
あ
る
当
該

対
象
設
備
と
同
一
の
機

種
の
電
気
通
信
設
備
（

当
該
対
象
設
備
と
同
一

の
機
種
の
電
気
通
信
設

備
が
な
い
場
合
に
は
、

当
該
対
象
設
備
と
同
等

の
性
能
を
有
す
る
電
気

通
信
設
備
）
の
当
該
電

気
通
信
事
業
者
に
お
け

                 

ロ 

［
同
上
］ 

      

 

［
⑴ 

同
上
］ 

⑵ 

当
該
対
象
設
備
が

委
託
電
気
通
信
事
業

者
以
外
の
者
か
ら
調

達
し
た
も
の
で
あ
る

場
合 

当
該
一
の
価

格
と
当
該
対
象
設
備

の
調
達
価
格
（
当
該

対
象
設
備
の
正
確
な

調
達
価
格
が
定
か
で

な
い
と
き
は
、
当
該

対
象
設
備
と
同
等
の



 

 

6頁 

 
  ［

二 

略
］ 

              

［
二 

略
］ 

三 

届
出
媒
介
等
業
務
受
託

者
及
び
委
託
電
気
通
信
事

業
者
以
外
の
者
が
対
象
設

備
の
販
売
等
を
す
る
場
合

に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
価
格 

イ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
に
つ
い
て
複
数
の

価
格
を
定
め
て
い
る
場

合 

次
に
掲
げ
る
価
格

の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い

価
格 

⑴ 

当
該
複
数
の
価
格

の
う
ち
最
も
高
い
価

格 

⑵ 

当
該
対
象
設
備
の

調
達
価
格 

［
ロ 

略
］ 

 
 

 
 

る
調
達
価
格
）
の
い
ず

れ
か
高
い
価
格 

［
二 

同
上
］ 

状
態
で
あ
る
当
該
対

象
設
備
と
同
一
の
機

種
の
電
気
通
信
設
備

（
当
該
対
象
設
備
と

同
一
の
機
種
の
電
気

通
信
設
備
が
な
い
場

合
に
は
、
当
該
対
象

設
備
と
同
等
の
性
能

を
有
す
る
電
気
通
信

設
備
）
の
当
該
届
出

媒
介
等
業
務
受
託
者

に
お
け
る
調
達
価
格

）
の
い
ず
れ
か
高
い

価
格 

［
二 

同
上
］ 

三 

届
出
媒
介
等
業
務
受
託

者
及
び
委
託
電
気
通
信
事

業
者
以
外
の
者
が
対
象
設

備
の
販
売
等
を
す
る
場
合

に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
価
格 

イ 

当
該
対
象
設
備
と
同

一
の
機
種
の
電
気
通
信

設
備
に
つ
い
て
複
数
の

価
格
を
定
め
て
い
る
場

合 

当
該
複
数
の
価
格

の
う
ち
最
も
高
い
価
格 

  

［
新
設
］ 

    

［
ロ 

同
上
］ 

 
 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

8頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

附 

則 
（
移
動
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

（
移
動
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
三
条 
［
略
］ 

第
三
条 

［
同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

３ 

第
一
項
の
規
定
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旧
契
約
の
更
新
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
五
年
十
二

月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旧
契
約
の
更
新
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
六
年
一
月

一
日
ま
で
に
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
４ 

略
］ 

［
４ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

9頁 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

 


